参考様式第８号
直接販売した米穀の数量報告書【販売価格を改定したもの】
	販売の相手先

	銘柄名

	販売（予定）
年　月　日
	販売価格（円）

	個数

	販売対象数量（㎏）

	販売価格の改定の理由
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（注意事項）
（１）当年産について、交付前年度末（収穫年の翌年の３月31日）までに販売契約を締結して販売の対象としたもののうち、販売価格を改定した（定額販売をしなかった）ものを、販売の相手先ごと、銘柄（例えば、平成19年産特別栽培米○○県産コシヒカリ精米５㎏詰め等）ごとにすべて記入してください。
（２）精米で販売しているものについては、販売の相手先ごとに合計した数量を（　）書きとし、その数量に100分の110を乗じることにより換算した玄米数量を記入してください。（１㎏未満の端数があるときには、四捨五入により整理してください。）
（３）販売の相手先ごとの数量の小計を記入してください。
（４）販売の相手先ごとの販売契約書、販売伝票等（当年産の銘柄ごとの販売（予定）年月日、販売価格及び販売対象数量が確認できる書類）の写しを添付してください。（インターネットやＦＡＸ等による注文販売の場合は、販売の相手先ごとの注文書の写し、注文者への送り状（代金請求書）、受領書等注文を受けて販売の対象としたことの事実が確認できる書類の写しで可。）
（５）販売価格の改定の理由欄に、交付前年度末（収穫年の翌年の３月31日）までに行った販売価格の改定ごとの理由を記入してください。なお、販売の対象とした各銘柄の販売価格の設定が、コメ価格センターの入札取引における落札価格、米穀機構の価格関連情報による販売価格その他の公表されている同一銘柄の市場価格の変動と概ね８割以上連動（例えば、特別栽培米Ａ県産コシヒカリの販売価格の改定の場合、当該改定の直近のコメ価格センターにおけるＡ県産コシヒカリの入札取引価格の変動に概ね８割以上連動等）して行われている場合に、当該銘柄に係る販売の相手先に対する販売対象数量が生産実績数量となります。
　　【特別栽培米Ａ県産コシヒカリ精米10㎏を販売の対象として販売価格を改定した場合の記載例】
　　　コメ価格センターにおけるＡ県産コシヒカリの入札取引価格が第５回（○月○日）の15,000円玄米60㎏から第６回（○月○日）の14,500円玄米
60㎏と▲500円（▲3.3％）下落したことを受けて、その概ね８割（▲2.1％）以上の変動率により、販売価格を8,000円から7,800円に改定。
